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令 和 ６ 年 度 森 町 一 般 会 計 予 算

令和６年度森町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ９，７１３，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

６００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 ６ 年 ３ 月 １ 日 提出

森 町 長 太 田 康 雄



















（単位：千円）

期　　　　間 限　　度　　額

令和７年度から
令和８年度まで 6,600

令和７年度 7,600

第 ２ 表　　債　務　負　担　行　為

事　　　　　　　　　　　項

森町立地適正化計画改定業務委託料

固定資産評価資料作成業務委託料
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利　　　　　率 償 還 の 方 法

公共事業等 128,800 証書借入

公営住宅建設事業 32,500

公共土木施設災害復
旧事業費 14,800

学校教育施設等整備
事業 29,000

一般事業 8,800

地方道路等整備事業 115,100

緊急防災・減災事業 8,100

公共施設等適正管理
推進事業 94,400

緊急自然災害防止対
策事業 50,000

辺地対策事業 60,000

上水道事業（一般会
計出資債） 43,800

臨時財政対策債 22,000

合　　　計 607,300

第 ３ 表　　地　方　債

　政府資金は指定利
率による。その他の
資金は５．０％以内
（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
政府資金等につい
て、利率の見直しを
行った後において
は、当該見直し後の
利率）

　政府資金については、
その融通条件により、銀
行その他の場合には、借
入先の条件に従うものと
する。ただし、町財政の
都合により償還期間を短
縮し、若しくは繰上償還
し、又は低利に借り換え
することができる。
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